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土砂災害防止法に基づく施策の砂災害防 法 施策
取り組み状況
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テ マ 名 土砂災害防止法

土砂災害防止法の政策レビューの取り組み方針

テ ー マ 名 土砂災害防止法

評価の目的、必要性

土砂災害防止法※は、都市化の進行により山裾間際まで新興住宅地が拡大していた地域において、平成11年に発生した
土砂災害を契機に、土砂災害のおそれのある土地の区域における警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等を
行うことにより、土砂災害から国民の生命及び身体を保護することを目的に制定され、平成13年４月から施行された。
法の施行から１０年が経過したことを踏まえ、土砂災害の防止を図る施策の実施状況や効果について評価を行うことに評価の目的、必要性 法の施行から１０年が経過したことを踏まえ、土砂災害の防止を図る施策の実施状況や効果について評価を行うことに
よって、施策の実施に係る課題及びその対応策について検討を行い、今後の施策の方向性に反映させることを目的とする。

※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

対 象 政 策 土砂災害防止法に基づく基礎調査、土砂災害警戒区域等の指定及び土砂災害警戒区域等において実施される対 象 政 策 土砂災害防止法に基づく基礎調査、土砂災害警戒区域等の指定及び土砂災害警戒区域等において実施される
警戒避難体制の整備や一定の開発行為（以下、「特定開発行為」という。）の制限等の土砂災害防止対策を対象とする。

土砂災害警戒区域等の指定状況及び法に基づき行われる土砂災害防止対策の実施状況について、以下の視点により
評価を行うものとする。

①基礎調査は適切に行われているか
評 価 の 視 点

①基礎調査は適切に行われているか
②土砂災害警戒区域の指定及び指定が行われた区域の周知は適切に行われているか
③土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備についての市町村地域防災計画への反映は適切に行われているか
④土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限は効果をあげているか
⑤土砂災害特別警戒区域からの安全な土地への移転支援は効果をあげているか

土砂災害防止法の実施主体である都道府県等を対象に 以下についてデ タを収集 分析し 評価を

評 価 手 法

土砂災害防止法の実施主体である都道府県等を対象に、以下についてデータを収集・分析し、評価を
行うものとする。

①基礎調査の実施状況
②土砂災害警戒区域の指定の状況及び指定が行われた区域の周知の状況
③土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備についての市町村地域防災計画への反映状況
④土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限についての実績④土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限についての実績
⑤土砂災害特別警戒区域からの安全な土地への移転についての実績

検 討 状 況
平成22年度に都道府県を対象として、土砂災害警戒区域等の指定状況等の土砂災害防止対策の一部について取り組み状況を
調査している。

第三者の知見の活用 ・有識者等を交えた検討会を計３回程度開催し、意見を聴取する予定（検討会の委員構成等については検討中）。

（平成23年4月21日 国土交通省政策評価会資料） 1



第１回政策レビュー委員会での主な質問事項等と資料中での対応

質問事項 資料１の対応ページ

都道府県毎の指定の進捗差が大きい理由は何か。 P14～15,P18～22

現在、人家がない箇所において、今後人家の立地が予想される場合の対応。 P7

市町村長が指定に反対する背景については、どのようなことが考えられるか。 P19～20長 考

４４の都道府県では指定の範囲が分かる図面を公開しているということだが残りの県はどのよ
うな状況か。

P23～24

市町村地域防災計画に 警戒避難について記載すべき事項が十分に記載されていない理由市町村地域防災計画に、警戒避難について記載すべき事項が十分に記載されていない理由
は何か。

P28

ハザードマップ公表済みの市町村の数・割合が高くない理由は何か。利害関係者の抵抗はあ
るのか。

P30

特定開発行為を許可した箇所等で崩壊等が発生し、被災した事例はないか。 P38

特別警戒区域から移転が行われた背景、要因は何か。 P42

住宅金融支援機構融資の活用事例がないのは、がけ地近接等危険住宅移転事業による支
援で移転ができ、勧告をする必要性がなかったからという理解でよいか。

P41～43

既存の不適格住宅については、地域住宅交付金事業による支援制度が活用されていない背既存 適格住 、 域住 交付 事業 支援制度 活用 背
景は何か。
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①基礎調査の実施状況

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 3



土砂災害警戒区域と土砂災害危険箇所

土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域

土砂災害防止法に基づき指定された区域
（法律に基づいた調査によるもの）

例：土石流

【区域の定義】

急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りが発生した場合に
住 等 生命 身体 危害が生ずるお れがある住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある
と認められる土地の区域（第6条）

土砂災害危険箇所

国土交通省の要請により各都道府県が
例：土石流

国土交通省の要請により各都道府県が
調査を実施したもの
（法的な位置づけはない）

土石流危険渓流

【箇所の定義】

土石流、地すべり、急傾斜の崩壊が発生するおそれ
がある箇所（それぞれ、土石流危険渓流、地すべり

4

がある箇所（それぞれ、土石流危険渓流、地す り
危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所と定めている）



基礎調査は 土砂災害危険箇所約52万5千箇所に対し 土砂災害警戒区域で約29万8千箇所 土砂災害特別

①－１ 基礎調査の実施状況

基礎調査は、土砂災害危険箇所約52万5千箇所に対し、土砂災害警戒区域で約29万8千箇所、土砂災害特別
警戒区域で約18万6千箇所を実施

全国の基礎調査の実施状況 （H23.8.31時点）

（箇 ）

全箇所
急傾斜地の

崩壊
土石流 地滑り

基礎調査実施箇所
（土砂災害警戒区域）

298,126 185,710 108,622 3,794

（箇所数）

400,000

500,000

600,000
地滑り

土石流

急傾斜地の崩壊
（土砂災害警戒区域）

基礎調査実施箇所
（土砂災害特別警戒区域）

185,885 122,494 61,722 1,669

100,000

200,000

300,000

急傾斜地の崩壊 土石流 地滑り

【参考】
土砂災害危険箇所

525,307 330,156 183,863 11,2880
土砂災害危険箇所 基礎調査実施箇所

（土砂災害警戒区域）

基礎調査実施箇所
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急傾斜地の崩壊 土石流 地滑り
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多くの都道府県は 市町村や自治会単位で基礎調査を実施している

①－２ 基礎調査の実施方針（基礎調査の実施単位）

多くの都道府県は、市町村や自治会単位で基礎調査を実施している

基礎調査の実施方針
（47都道府県にアンケート調査を実施）（47都道府県にアンケート調査を実施）

②

6

(13%)
①市町村（もしくは旧市町村）や自治会単位で

(13%)
①市町村（もしくは旧市町村）や自治会単位で

基礎調査を行う［一定の地区を一括して調査を

実施］

①

②優先して基礎調査を行う箇所ごとに基礎調査

を行う［虫食いで調査を実施］［地区毎でなく、個別箇所で調査を実施］

41

(87%)

N=47
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災害時要援護者関連施設が立地する箇所 過去に土砂災害が発生した箇所 保全人家が多い箇所等を中心

①－３ 基礎調査の実施箇所選定の考え方

災害時要援護者関連施設が立地する箇所、過去に土砂災害が発生した箇所、保全人家が多い箇所等を中心
に基礎調査の実施箇所を選定している

（47都道府県にアンケート調査を実施、複数回答可）基礎調査の優先順位の考え方で重視している項目 （47都道府県にアンケ ト調査を実施、複数回答可）順 考 項

⑦

7
①災害時要援護者関連施設が立地する箇所

①

36

7

(5%)
⑧

22

(14%)

②過去に土砂災害が発生した箇所

③保全人家が多い箇所36

(24%)⑥

11

(7%)

③保全人家が多い箇所

④土砂災害危険箇所のランクⅠ

②

27

(18%)
③

④

⑤

14

(9%)

(7%)
⑤地域開発が活発で住宅、災害時要援護者関

連施設等の立地が予想される箇所

⑥避難所が立地する箇所(18%)
③

19

(13%)

15

(10%)

(9%)

⑦防災拠点が立地する箇所

⑧その他

7

N=151（回答数）

⑧その他



都道府県の多数が平成30年度前後までに完了する予定である一方、平成40年度以降に完了する予定であっ

①－４ 基礎調査の完了予定年度

たり、完了予定が未定の都道府県がある
１巡目の基礎調査が完了した都道府県がみられる

基礎調査（土砂災害警戒区域）の完了予定年度

5

6

7

基礎調査（土砂災害警戒区域）の完了予定年度
（都道府県数）

2

3

4

5

島根県 福井県

青森県
山梨県
兵庫県

0

1

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

以降

未定

基礎調査（土砂災害特別警戒区域）の完了予定年度

島根県 福井県

基礎調査（土砂災害特別警戒区域）の完了予定年度

6

7

（都道府県数）

2

3

4

5

青森県
山梨県

8

0

1

2

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

以降

未定

福井県



基礎調査が進まない理由としては 予算を確保することができないことや住民への説明に時間を要すること

①－５ 基礎調査が進まない理由

基礎調査が進まない理由としては、予算を確保することができないことや住民への説明に時間を要すること
が多い

基礎調査が進まない理由

⑧

①予算の確保が困難

②住民への説明に時間を要する

（47都道府県にアンケート調査を実施、
3項目まで回答可とし、1位を3点、2位を2点、3位を1点で集計）

⑦

4

(2%)

⑧

3

(1%)
⑨

②住民への説明に時間を要する

③コンサルタント業務による区域設定の確認に

時間を要する

①

58

(26%)

⑤

12

⑥

7

(3%)

(2%) 19

(9%)

時間を要する

④市町村との協議に時間を要する

⑤調査のベースとなる地形図を都道府県の全域(26%)

④

26

12

(5%)
(3%)

⑤調 な 形 都 府県 域

で作成することを先行した

⑥住民の反対への対応に時間を要する

②

53

(24%)

③

41

(18%)

(12%) ⑦調査の発注に時間を要する

⑧市町村の反対への対応に時間を要する
( %)

(18%)

⑨その他

N=223（点数）
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②土砂災害警戒区域等の指定状況

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 10



土砂災害警戒区域は 土砂災害危険箇所約52万5千箇所に対し 約22万8千箇所を指定

②－１ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定箇所数の推移

土砂災害警戒区域は、土砂災害危険箇所約52万5千箇所に対し、約22万8千箇所を指定
土砂災害特別警戒区域は、 土砂災害危険箇所約52万5千箇所に対し、約10万8千箇所を指定

全国の土砂災害警戒区域等の指定状況の推移

（箇所数）

219,903

227,804

220,000

240,000

土砂災害特別警戒区域（レッド）

178,448
180,000

200,000
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103 268
107,963

132,256

120 000

140,000

160,000

74,158

103,268
,
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17,926
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55,202
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14,296

43,722
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11

0 8 116 1,129
6,983

,

0 13

126 3,580

0
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都道府県により指定の進捗状況に大きな差がある

②－２ 都道府県別の土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定状況

（H23.8.31時点）

（箇所数）

定

土砂災害警戒区域の指定を先行している都道府県がみられる（約9県）

都道府県別の土砂災害警戒区域等の指定状況 1巡目の区域指定が完了した都道府県
【土砂災害警戒区域】

H21…島根県 H22…青森県

30,000

35,000

（箇所数）

箇所数

土砂災害危険箇所 525,307

土砂災害警戒区域（イエロ ） 227 804

H21…島根県 H22…青森県
【土砂災害特別警戒区域】

H22…青森県

25,000

30,000
土砂災害警戒区域（イエロー） 227,804

土砂災害特別警戒区域（レッド） 107,963

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害警戒区域（イエロー）
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市町村や自治会単位で指定（一定の地区を一括して指定）を行っている都道府県が多い

②－３ 指定の実施方針と指定の進捗状況の関係

市町村や自治会単位で指定（一定の地区を一括して指定）を行っている都道府県が多い

指定の実施方針 （47都道府県にアンケート調査を実施）

②

13 ①市町村（もしくは旧市町村）や自治会単位で

①

(28%) 指定を行う［一定の地区を一括して指定］

②優先して指定を行う箇所ごとに指定を行う

［虫食いで指定］［地区毎でなく 個別箇所で指定］①

34

(72%)

［虫食いで指定］［地区毎でなく、個別箇所で指定］

13

N=47（都道府県数）



市町村や自治会単位で指定（一定の地区を一括して指定）を行っている都道府県の方が、指定が比較的進ん

②－４ 指定の実施方針と指定の進捗状況の関係

都道府県別の
土砂災害警戒区域等の指定状況

市町村や自治会単位で指定（ 定の地区を 括して指定）を行っている都道府県の方が、指定が比較的進ん
でいる

箇所数
土砂災害

危険箇所に
対する割合

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害警戒区域（イエロー）

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）

（H23.8.31時点）

土砂災害警戒区域等の指定状況
（箇所数）

土砂災害危険箇所 525,307 －

土砂災害警戒区域（イエロー） 227,804 43%

土砂災害特別警戒区域（レッド） 107,963 21%

90%

100%35,000

（割合）

土砂災害危険箇所に対する指定の割合
土砂災害警戒区域・・・19%

土砂災害危険箇所に対する指定の割合
土砂災害警戒区域・・・52%

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）

土砂災害危険箇所に対する土砂災害警戒区域の割合

土砂災害危険箇所に対する土砂災害特別警戒区域の割合
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14・・・優先して指定を行う箇所ごとに指定（地区毎でなく、個別箇所で指定）を行っている都道府県

・・・市町村や自治会単位で指定（一定の地区を一括して指定）を行っている都道府県
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②－５ 指定が進んでいる都道府県の状況（福井県）

福井県では、県知事と土木部局の長の政策合意に、土砂災害警戒区域等の指定の推進を位置づけ、区域指福井県では、県知事と 木部局の長の政策合意に、 砂災害警戒区域等の指定の推進を位置 け、区域指
定の促進が図られた

福井県の基礎調査費、基礎調査、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の推移
基礎調査 平成２１年度完了済み（土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域）

「福井新元気宣言」（H19～H22）
区域指定に加え、土砂災害ハザードマップの

作成支援を政策合意に追加

基礎調査：平成２１年度完了済み（土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域）
区域指定：平成２３年度完了予定（土砂災害警戒区域）

「福井元気宣言」（H15～H18）
土砂災害警戒区域等の指定を政策合意に明記
H17からは数値目標を設定 達成状況を公表
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基礎調査が完了しているにもかかわらず 指定がされていない箇所が多くみられる

②－６ 基礎調査実施済み箇所の指定状況

（H23.8.31時点）

基礎調査が完了しているにもかかわらず、指定がされていない箇所が多くみられる

（全国において、土砂災害警戒区域で約7万箇所、土砂災害特別警戒区域で約7万8千箇所）

基礎調査実施済み箇所の指定状況

（箇所数）

600,000 600,000

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

箇所数

（箇所数）

箇所数

土砂災害危険箇所 525 307

500,000 500,000

土砂災害危険箇所 525,307

土砂災害警戒区域（イエロー）の基礎調査 298,126

土砂災害警戒区域（イエロー） 227,804

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害警戒区域（イエロ ）の基礎調査

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）の基礎調査

土砂災害危険箇所 525,307

土砂災害特別警戒区域（レッド）の基礎調査 185,885

土砂災害特別警戒区域（レッド） 107,963

400,000 400,000

■ 土砂災害警戒区域（イエロー）の基礎調査

■ 土砂災害警戒区域（イエロー）

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）の基礎調査

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）

300,000 300,000

基礎調査実施後も 基礎調査実施後も

100 000

200,000

100 000

200,000
基礎調査実施後も

未指定の箇所
70,322箇所

基礎調査実施後も
未指定の箇所
77,922箇所

160

100,000

0

100,000



②－７ 土砂災害警戒区域の指定推進の必要性

新聞等においても 基礎調査を実施した箇所の指定が遅れていることが指摘されている新聞等においても、基礎調査を実施した箇所の指定が遅れていることが指摘されている

17



基礎調査実施後も土砂災害警戒区域が指定されない理由としては 一定の地区単位で指定を行うよう市町村

②－８ 未指定の理由

基礎調査実施後も土砂災害警戒区域が指定されない理由としては、 定の地区単位で指定を行うよう市町村
から要望されていることが多い

基礎調査実施後も土砂災害特別警戒区域が指定されない理由としては、市町村の反対への対応に時間を要
することが多い

①一定の地区単位（市町村 自治会等）

基礎調査が完了して３年以上経過しても指定されない理由

（47都道府県にアンケート調査を実施）
※ 部の都道府県は 概数で回答

⑤

① 定の地区単位（市町村、自治会等）

で指定を行うよう市町村から要望されて

いる

②住民への説明会等に時間を要する⑥

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

※一部の都道府県は、概数で回答

④

481

(4%)

318

(3%)

⑥
③住民の反対への対応に時間を要する

④

433

(3%)

⑥

511

(3%)

①

4 636

③

1,830

603

(6%)
④市町村との協議に時間を要する

⑤

5,265

(36%)②

③

1,698

(11%)

(3%)

4,636

(45%)

②

2 499

(18%)

⑤市町村の反対への対応に時間を要する

(36%)

①

4 353

②

2,472

(17%)

2,499

(24%)
⑥その他

18

4,353

(30%)

N=10,367（箇所） N=14,732（箇所）



市町村が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由は 住民が反対していることが多い

②－９ 市町村が指定に反対する理由

市町村が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由は、住民が反対していることが多い

市町村が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由

⑤

1

（市町村から指定に反対された事例がある21都道府県に
アンケートを実施、2つまで回答可）

④

2

(6%)

(3%)
⑥

3

(9%)

①住民が反対している

①

③

2

( %)
(9%)

②過疎化が進行することを懸念

③市町村や地区等の単位で一括して指定してほ①

19

(60%)②

2

(6%)

③市町村や地区等の単位で 括して指定してほ

しい

④建築物の構造規制に理解が得られない

5

(16%)
⑤人員が不足し、指定後の警戒避難体制の整備

や住民への周知等が追いつかない

⑥その他⑥その他

19
N=32（回答数）



住民が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由は 土地の価格の低下を懸念や建築物への構造規制へ

②－１０ 住民が指定に反対する理由

住民が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由は、土地の価格の低下を懸念や建築物への構造規制へ
の不満が多い

住民が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由

⑤

⑥

11

⑦

8

(3%)

民 砂 警 定

（47都道府県にアンケート調査を実施、
3項目まで回答可とし、1位を3点、2位を2点、3位を1点で集計）

④

11

(4%)

(4%)
(3%)

①土地の価格の低下を懸念

②建築物への構造規制に不満

①

105
③

④

16

(6%)

②建築物 の構造規制に不満

③指定されてもハード対策を実施しないこと

に不満105

(41%)

②

③

42

(17%)

④基礎調査の精度や内容に疑問

⑤過疎化が進行することを懸念②

64

(25%)

⑤過疎化が進行することを懸念

⑥観光産業への風評被害を懸念

⑦その他

20

N=257（点数）



土砂災害警戒区域等の指定時に市町村から反対された場合 事例がある21都道府県のうち 4県は指定を断

②－１１ 指定時に市町村から反対があった場合の対応

土砂災害警戒区域等の指定時に市町村から反対された場合、事例がある21都道府県のうち、4県は指定を断
念している

土砂災害警戒区域等の指定時に市町村から反対があった場合の対応土砂災害警戒区域等の指定時に市町村から反対があった場合の対応

（４７都道府県にアンケートを実施）

①

4
①市町村への意見照会の回答による反対があれば

区域指定は行わない

(9%)

②

②市町村への意見照会の回答による反対があって

も理解が得られるまで粘り強く説明等を続ける

②

16

(34%)

④

26

(55%)

③市町村への意見照会の回答による反対があって

も区域指定を行う

④市町村への意見照会の回答による反対事例がな

③

1

(2%)

④市町村への意見照会の回答による反対事例がな

いため回答することができない

土砂災害警戒区域等の指定時に
(2%)

21

土砂災害警戒区域等の指定時に
市町村から反対されたことがあ
る21都道府県

N=47



土砂災害警戒区域等の指定時に住民から反対された場合 事例がある40都道府県のうち 指定を断念する

②－１２ 指定時に住民から反対があった場合の対応

土砂災害警戒区域等の指定時に住民から反対された場合、事例がある40都道府県のうち、指定を断念する
都道府県は無く、 24道府県は理解が得られるまで粘り強く説明等を続けている

土砂災害警戒区域等の指定時に住民から反対があった場合の対応

①

0

土砂災害警戒区域等の指定時に住民から反対があった場合の対応

（４７都道府県にアンケートを実施）

0

(0%)

④
①住民の反対があれば区域指定は行わない

7

(15%)
②住民の反対があっても理解が得られるまで粘り強く

説明等を続ける

③住民 反対があ も区域指定を行う
②

24

(51%)

③

16

③住民の反対があっても区域指定を行う

④住民の反対事例がないため回答することができない
(51%)16

(34%)

土砂災害警戒区域等の指定時に
住 から 対された とがある

22

住民から反対されたことがある
40都道府県

N=47



第6条 第8条に基づく 都道府県の公報への掲載による土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域の指

②－１３ 都道府県の公報への掲載状況およびインターネットでの公開状況

第6条、第8条に基づく、都道府県の公報への掲載による土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指
定の公示は、すべての都道府県において実施
また、すべての都道府県において土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域をインターネットで公開して
おり、うち４４の都道府県は指定の範囲が分かる図面も公開

インターネットによる公開事例

公示図書の図面を掲載した
インターネットによる公開事例

ＧＩＳを活用した
インターネットによる公開事例

指定区域を記載した広域図を
掲載したインターネットによる

事例
インタ ネットによる公開事例 インタ ネットによる公開事例

公開事例

23



すべての都道府県において土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域をインタ ネットで公開しており う

②－１４ インターネットでの公開状況

すべての都道府県において土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域をインターネットで公開しており、う
ち４４の都道府県は指定の範囲が分かる図面も公開

都道府県における土砂災害警戒区域等のインターネットでの公開状況

30

35

都道府県における土砂災害警戒区域等のインタ ネットでの公開状況

（47都道府県にアンケート調査を実施、複数回答可）（回答数）

10

15

20

25

30

0

5

10

①
市

字
及
び

の
み

②
公

し
て

所
の

③
広
域

し
た
も

（
隣
接

④
Ｇ

し
た
も町

村
、
大
字
、

び
地
番
等
（
文

み
）
を
公
開
し
て

示
図
書
の
図
面

い
る
（
区
域
指

の
み
を
示
し
た
も

域
図
に
よ
り
地

も
の
を
公
開
し

接
の
区
域
指
定

示
し
た
も
の
）

Ｉ
Ｓ
に
よ
り
地

も
の
を
公
開
し

字
、
小

文
字
情
報

て
い
る

面
を
公
開

指
定
１
箇

も
の
）

地
図
表
示

し
て
い
る

定
範
囲
も

）
地
図
表
示

し
て
い
る

指定の範囲がわかる図面を公開している

※3県は、「①市町村、大字、字、小字及び地番等（文字情報のみ）を公開している」のみ回答
（インターネットで区域を把握することができない）

指定の範囲がわかる図面を公開している

24



③警戒 難体 整備③警戒避難体制の整備に関する
市町村地域防災計画への反映状況市町村地域防災計画への反映状況
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土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害にかかる警戒避難体制が記

③－１ 地域防災計画における警戒避難体制の記載状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害にかかる警戒避難体制が記
載されている市町村は90％
そのうち、国土交通省砂防部より、記載する事項として示した項目（下記）すべてについて記載されている
市町村は12％

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画に
おける警戒避難体制の記載状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画における
警戒避難体制に関して記載すべき項目についての記載状況

土砂災害危険箇所を有する市町村のうち （H23.3.31時点） （H23.3.31時点）

○避難勧告等の発令基準 ・・・５３％
（土砂災害警戒情報を活用した避難勧告等の発令基準）

土砂災害危険箇所を有する市町村のうち、
土砂災害警戒区域が指定された市町村

土砂災害警戒区域が1箇所以上

指定された市町村

土砂災害警戒区域が指定されて

○土砂災害警戒区域等 ・・・７３％

○避難勧告等の発令対象区域・・・２２％

1,017

(63%)

596

(37%)

いない市町村

土砂災害警戒区域が指定された市町村の
地域防災計画における警戒避難体制の記載状況

○情報の収集及び伝達体制 ・・・７０％

○避難所の開設・運営 ・・・４７％

N=1,613
（土砂災害危険箇所を有

する市町村数） 118

(12%)

102

(10%) ○避難所の開設 運営 ４７％

○災害時要援護者への支援 ・・・６１％

○防災意識の向上 ・・・７２％

(12%)

797

(10%)

すべての項目を記載 ○防災意識の向上 ・・・７２％

N=1,017
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

797

(78%)

す 項 を記載

一部の項目を記載

記載無し
土砂災害にかかる
警戒避難体制が規定
されている市町村
90%

N=1,017
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）
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土砂災害警戒区域が指定された市町村のうち 市町村地域防災計画に警戒避難体制に関して記載すべき事

③－２ 地域防災計画における警戒避難体制の記載状況の推移

土砂災害警戒区域が指定された市町村のうち、市町村地域防災計画に警戒避難体制に関して記載すべき事
項の一部あるいは全部を記載した市町村の割合は年々増加している

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画における
警戒避難体制 関 記載すべき事項 記載状況警戒避難体制に関して記載すべき事項についての記載状況

1,200

（市町村数）

106

102

(10%)

1,000

131

133

(17%)

128

(16%)

106

(12%)

600

800

記載無し

523

608

(77%)

629

(77%)

715

(78%)

797

(78%)

(19%)

400

600 記載無し

一部記載済み

全部記載済み

34 52 58 99 118

523

(76%)

(77%) (77%)

200

27

(5%) (7%) (7%) (11%) (12%)
0

H20.9.30

(N=688)

H21.3.31

(N=793)

H21.8.31

(N=815)

H22.8.31

(N=920)

H23.3.31

(N=1,017)



市町村地域防災計画に土砂災害の警戒避難体制に関して記載すべき事項が定められていない理由として

③－３ 地域防災計画に警戒避難体制に関して記載すべき事項が定められていない理由

市町村地域防災計画に土砂災害の警戒避難体制に関して記載すべき事項が定められていない理由として
は、地域防災計画の検討中、あるいは改定により反映予定であることが多い

市町村地域防災計画に土砂災害の警戒避難体制に関して市町村地域防災計画に土砂災害の警戒避難体制に関して
記載すべき事項が定められていない理由

（土砂災害警戒区域を有する市町村のうち、警戒避難体制に関して記載すべき事項が一部でも
定められていない市町村にアンケートを実施し593市町村から回答、複数回答可）

⑥

⑤

18

⑥

7

(1%)
⑦

①地域防災計画の検討中、改定により反映予定

④

18

(3%)

⑦

49

(8%)

②警戒避難基準や対象地域の検討中

③他マニュアル等により記載済み、作成検討中

①

372

③

57

(9%)

48

(8%) ④土砂災害警戒区域の指定の遅れ

(59%)②

78

(12%)

(9%)
⑤人員不足、関係機関との調整不足

⑥予算不足により地域防災計画を改定することが

できない

28
N=629（回答数）

(12%) できない

⑦その他



土砂災害警戒区域が指定された市町村において、土砂災害防止法第7条第3項に基づくハザードマップを印

③－４ 土砂災害ハザードマップの公表状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村において、土砂災害防止法第7条第3項に基づくハザ ドマップを印
刷物の配布等で公表している市町村は42％

土砂災害警戒区域を指定した市町村における
ハザ ドマ プの公表状況 （H23 3 31時点）ハザードマップの公表状況

土砂災害防止法第７条
３項に基づく 土砂災

（H23.3.31時点）

３項に基づく、土砂災
害ハザードマップ公表
済みの市町村

423

(42%)594 (42%)594

(58%)

土砂災害警戒区域が指定さ
れている市町村のうち、土
砂災害防止法第７条３項に
基づく、土砂災害ハザード
マップ未公表の市町村

29

N=1,017
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）



土砂災害 ザ ド プが未作成 理由と 市町村 人員 足や予算 足が多

③－５ 土砂災害ハザードマップ未作成の理由

土砂災害ハザードマップが未作成の理由として、市町村の人員不足や予算不足が多い

土砂災害ハザードマップが未作成の理由土砂災害 ザ ドマップが未作成の理由

（土砂災害ハザードマップが一部でも未作成の市町村に
アンケートを実施し562市町村から回答、複数回答可）⑤

44

①

44

(5%) ⑥

97

(12%)

①市町村の人員が不足
①

248

(29%)④

109

(12%)
②予算が不足

③市町村全域の区域指定が完了していない

②
③

114

(13%)
④作成できる技術者が不在

⑤作成に時間を要する②

241

(28%)

114

(13%)

⑤作成に時間を要する

⑥その他
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N=853（回答数）



土砂災害警戒区域等が指定された地区では 住民の土砂災害に対する認知度が向上し 警戒避難に対する

③－６ 区域指定の有無と警戒避難に関する住民の意識

土砂災害警戒区域等が指定された地区では、住民の土砂災害に対する認知度が向上し、警戒避難に対する
取り組みが推進された

鹿児島県垂水市の振興会における取り組み状況（H19.12）

100%

76% 77%
80%

90%

100%
（割合）

56%

44% 44%

56%

76%

55%

%
50%

60%

70%

80%
指定後 9ヵ月

（9振興会）

指定後 以内

11%11%

26%

32%
29%

8%

31% 31%

23%

38%

10%

20%

30%

40%
指定後 1月以内

（38振興会）

未指定8%

0%

10%

自
主
防

避
難
訓

土
砂
災

（
危
険

非
常
時

豪
雨
時

に
つ
い

避
難
所

（13振興会）

防
災
組
織
が
結

れ
て
い
る

訓
練
を
実
施
し

災
害
警
戒
区

険
箇
所
）
の
確

行
っ
た

時
の
連
絡
網
の

を
行
っ
た

時
の
避
難
方
法

い
て
会
合
を
設

所
を
確
認
し
た

31

結
成
さ

し
た

域
等

確
認
を

の
作
成

法
な
ど

設
け
た

た

※鹿児島県垂水市の振興会の会長を対象に鹿児島県および財団法人砂防フロンティア整備推進機構がアンケート調査



データの整理方法

③－７ 区域指定の有無と住民の避難率（１）

避難勧告等が発令された地区ごとに、避難率（避難対象人数に対する実際に避難した人数の割合）を算出
避難勧告等が発令された地区の警戒区域等の指定の有無別にプロット
「指定有」とされた地区における避難対象世帯の多くが区域内に含まれることが期待される 避難対象世帯数

デ タの整理方法

「指定有」とされた地区における避難対象世帯の多くが区域内に含まれることが期待される、避難対象世帯数
50世帯以下の事例のみを抽出

結果① 国土技術政策総合研究所が国土交通省の災害情報をもとに調査した結果

90%

100%
平均値（指定有）：91％

結果① 国 技術政策総合研究所 国 交通省 災害情報をも 調 結果

70%

80%

90%

平均値（指定無）：63％

○調査対象とした災害
・平成21年7月 中国・九州北部豪雨によ

る災害
・平成21年8月 台風9号による災害

平成22年6月17日からの梅雨前線によ

40%

50%

60%

避
難

率

指定無（N=37地区）

指定有（N=14地区）

・平成22年6月17日からの梅雨前線によ
る災害

・平成22年7月2日からの梅雨前線等によ
る災害

・平成22年10月 奄美大島における大雨

10%

20%

30% 等の災害

平均避難率は「指定有」で
91％ 「指定無」で63％であ

0%
0 10 20 30 40 50

避難対象世帯数

91％、「指定無」で63％であ
り、「指定有」のほうが高い
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結果② 砂防部が都道府県から提供を受けたデータをもとに調査した結果

③－８ 区域指定の有無と住民の避難率（２）

○調査対象とした災害
90%

100%
指定無（N=8地区）

指定有（N=4地区）

結果② 砂防部が都道府県から提供を受けたデ タをもとに調査した結果

○調査対象とした災害
・平成22年6月17日からの梅雨前線によ

る災害
他

60%

70%

80%

率

平均値（指定有）：68％

平均値（指定無）：52％

平均避難率は「指定有」で
68％、「指定無」で52％であ30%

40%

50%

避
難

率 平均値（指定無）：52％

り、「指定有」のほうが高い

0%

10%

20%

0 10 20 30 40 50

結果のまとめ 考察

0 10 20 30 40 50
避難対象世帯数

実際の避難行動にいたるまでには、正常化の偏見（危険を無視す
る心理が働くこと）等様々な過程があり、区域の指定が必ずしも実
際の避難行動に結びつくわけではないと考えられる

いずれの調査においても、「指定
有」の地区の平均避難率は、「指
定無」の地区より高い 際 避難行動 結 わ 考

しかし、平均避難率はいずれの調査においても「指定有」の地区の
ほうが高かったことから、区域指定により一定の避難促進効果があ
ると考えられる

定 」 り高
ただし、「指定有」であっても避難
率が低い地区も見られる
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福島県只見町二軒在家地内の土砂災害の事例（H23.7.29）

③－９ 区域指定により避難が効果的に行われた事例

【指定】
平成20年8月29日 土砂災害警戒区域指定

土石流により人家１戸と非住家２戸が一部損壊、県道に土砂が流出する被
害が発生したが、住民は事前に避難していたため、人的被害なし。

平成20年8月29日 土砂災害警戒区域指定
【災害の経緯】

平成23年7月28日 7:33   大雨警報発表
29日 17:30 避難勧告発令（只見町1,960世帯、4,990人）

17:58 土砂災害警戒情報発表

二軒在家

土砂災害警戒区域等凡例

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

地区住民避難
30日 2:00 土石流発生

17:35 土砂災害警戒情報解除
【避難勧告発令理由】

町内の被害情報が入り始めたことと今後の降雨を考慮し、土砂災害警戒

土石流
それ以外の区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石等の（移動）高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kn/m2を超える区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域

町内の被害情報が入り始めたことと今後の降雨を考慮し、土砂災害警戒
情報の発表前であったが避難勧告を発令した。

【避難勧告のタイミング、発令地区の考え方】
土砂災害警戒情報発表前であったが、避難時間を確保するために早めに
発令した。発令は全町を対象とした。 土砂災害

29日 30日
避難勧告

警戒情報

600

700

800

900

40

50

60

時間雨量

連続雨量

29日
17:58

30日
17:35

772m
m

土石流

土砂災害警戒区域を指定したことによる効果
・土砂災害警戒区域を指定し、土砂災害ハザードマップが整備されたことにより、
被害のおそれのある地区の円滑な避難ができた。
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④土砂災害特別警戒区域における④土砂災害特別警戒区域における
特定開発行為の状況

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 35



事前に相談が行われた31件のうち 6件において計画を修正して 特定開発行為に該当しないよう安全な

④－１ 特定開発行為に関する事前相談の件数とその後の状況

事前に相談が行われた31件のうち、 6件において計画を修正して、特定開発行為に該当しないよう安全な
計画に見直しが行われた

特定開発行為の許可申請に関して

新潟県

都道府県の砂防部局が事前に相談を受けた件数

（H23.8.31時点） 都道府県別

青森県
1件

長野県
3件

新潟県
2件

石川県
2件

全国で３１件の相談実績

【相談結果の内訳】

岩手県
1件

東京都
3件

京都府
１件

広島県
2件

福島県
1件

【相談結果の内訳】

○安全対策を講じて開発を許可・・・５件

○土砂災害特別警戒区域内での
開発行為にならないよう 計画を見直し ６件

福井県
１件

神奈川県
1件

開発行為にならないよう、計画を見直し・・・６件
例）老人ホームを建設する計画の建設候補地に土砂災害

特別警戒区域含むものがあったため、建設候補地から
除外した

山梨県
1件

山口県
１件

岐阜県
１件

愛知県
2件三重県

１件

愛媛県
1件

○特定開発行為に該当しなかった・・・５件

○現在相談中・・・３件

静岡県
2件福岡県

１件

大分県
１件

１件
香川県
2件

○不明（相談後、開発業者からの連絡がない等）・・・１２件
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④－２ 安全対策を講じた上で開発が許可された事例

土砂災害特別警戒区域を含む区域で宅地分譲が計画されていたが、基準を満たす対策工事（擁壁工）を

許可の経緯
平成２２年 ７月～ 事前相談

安全対策を講じた上で開発が許可された事例
（静岡県静岡市葵区地内）

土砂災害特別警戒区域を含む区域で宅地分譲が計画されていたが、基準を満たす対策工事（擁壁工）を
実施する計画であると認め、開発（宅地分譲）が許可された

土砂災害警戒区域等に関する事項
自然災害の種類：急傾斜地の崩壊
公 示 日：平成20年3月28日

平成２３年 ３月２５日 特定開発行為許可申請
３月３１日 特定開発行為許可
９月２０日 対策工事完了
９月３０日 完了検査

１０月～ 完了公告、特別警戒区域部分解除

（静岡県静岡市葵区地内）

公 示 日 平成20年3月28日

区域と開発の状況

１０月 完了公告、特別警戒区域部分解除

もたれ式擁壁
H＝11.5ｍ L=10m A-A’横断図

A

■対策工事の内容

重力式擁壁

A’

開発の実施状況（宅地分譲）

重力式擁壁
H=4.3～5.7ｍ L=40ｍ

土砂災害特別
警戒区域

開発の実施状況（宅地分譲）

南東側より 南側より測線No.5横断図

開発範囲（宅地分譲） 37



土砂災害特別警戒区域で特定開発行為が行われたのは5件

④－３ 特定開発行為を許可した箇所における土砂災害の実態

土砂災害特別警戒区域で特定開発行為が行われたのは5件
特定開発行為を許可した箇所において、許可後に土砂災害が発生した事例は無い

特定開発行為の許可の実績

（H23.8.31時点）

特定開発行為の許可の実績

特定開発行為の許可の実績

特定開発行為の許可の実績
合計 5件

福島県

広島県
2件

福島県
1件

静岡県
1件

合計 5件
非自己用住宅 4件
病院 診療所及び助産所 1件

三重県
１件

病院、診療所及び助産所 1件
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⑤土砂災害特別警戒区域から⑤土砂災害特別警戒区域から
安全な土地への移転支援
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⑤－１ 移転実績

全国の26区域、30戸で土砂災害特別警戒区域からの移転が行われた

移転実績 移転事例
（H23.8.31時点）

移転実績 移転事例

合計 26区域、30戸

山形県
２区域、2戸

岩手県
7区域 10戸

長野県
9区域、9戸

移転後

移転前

7区域、10戸

新潟県
1区域、1戸

福井県
3区域、4戸

静岡県
3区域、3戸

愛知県愛知県
１区域、1戸

移転後

移転前
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土砂災害特別警戒区域から 移転が行われた全国 区域 戸 全 にお 住宅 建築物安全

⑤－２ 移転支援制度の活用状況

土砂災害特別警戒区域からの移転が行われた全国26区域、30戸の全てにおいて、住宅・建築物安全ス
トック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）が活用されている
不動産取得税の減免（H22.3.31に終了した制度）は、１戸において活用された事例がある

岩手県では、住宅・建築物安全ストック形成事業の上乗せで、県単独の移転支援事業によって移転経費岩手県では、住宅 建築物安全ストック形成事業の上乗せで、県単独の移転支援事業によって移転経費
を補助している

住宅 建築物安全 ト ク形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）による補助住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）による補助

■対象要件
土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅の移転

■補助対象限度額（平成22年11月26日時点）
・土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅の移転

■事業主体
・地方公共団体

除却等費 780

（
借
入

一般地域 建物
土地

3,100
960

（単位：千円／戸）

■補助内容
・除却等費 ：危険住宅の除却等に要する費用
・建物助成費：危険住宅に代わる住宅の建設（購入）に

要する資金を金融機関等から借り入れた

建
物
助
成
費

入
金
利
子
相
当

土地
計

960
4,060

特殊土壌地帯、地震防災対策
強化地域、保全人家10戸未満
の急傾斜地崩壊危険区域及

建物
土地
敷地造成

4,440
2,060

580
場合、当該借入金利子に相当する費用

当
額
）

の急傾斜地崩壊危険区域及
び出水による災害危険区域

敷地造成
計

580
7,080

最大、7,860千円まで費用を補助
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移転が行われた主な要因としては 移転に関する補助制度が活用できたことが多い

⑤－３ 移転が行われた主な要因

移転が行われた主な要因としては、移転に関する補助制度が活用できたことが多い

移転が行われた主な要因
（移 続き 携 担 者 を 施）

移転が行われた主な要因
（移転手続きに携わった担当者にアンケートを実施）

②

③

2

(10%)
①移転に関する補助制度が活用できた

②

3

(15%)

(10%)

②指定前から予定していた移転の時期が一致し

①

15

(75%)

た

③土砂災害特別警戒区域に指定され、土砂災害(75%)
により住民等の生命又は身体に著しい危害を生

ずるおそれが大きいと判断した
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全国の４県で移転勧告の判断基準が策定されているが 移転勧告の実績はない

⑤－４ 移転勧告の判断基準の策定状況

全国の４県で移転勧告の判断基準が策定されているが、移転勧告の実績はない

移転勧告の判断基準の策定事例

○○

○○ ○

○○

土砂災害防止法に関する運用指針に移転勧告の実施方針を記載
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これまでの取り組み状況

今後の対応方針（案）今後の対応方針（案）
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これまでの取り組み状況

項目 取り組み状況

・土砂災害危険箇所約５２万５千箇所に対し、約２９万８千箇所実施

・進捗状況は都道府県毎に大きな差 　＊主な理由：予算不足、住民説明に時間を要す　等
基礎調査

捗 都 県 由 予算 足、住民説明 時間を要す 等

・警戒区域は約２２万箇所、特別警戒区域は約１０万３千箇所指定

・進捗状況は都道府県毎に大きな差　　＊主な理由：地区単位での指定希望、地元の反対　等

・すべての都道府県で土砂災害警戒区域等をインターネットで公開
指定区域の周知

区域指定

砂 警

・うち44都道府県で指定の範囲が分かる図面も公開する一方、未公開の県もある

・警戒区域が指定された市町村の９割で、地域防災計画へ警戒避難に
　関する事項を記載

指定区域の周知

・避難勧告、避難所に関する事項への反映は相対的に低調

・土砂災害警戒情報の避難勧告への活用は約５割だが、
　ほとんどが判断材料の一つとしての扱い

警戒避難体制

特定開発行為の制限
・開発許可申請前の事前相談により、安全対策を講じたり、
  開発計画の見直しに至る事例が認められたが、件数はまだ少ない

・全国で３０件の移転事例があり すべての事例で移転支援制度を活用・全国で３０件の移転事例があり、すべての事例で移転支援制度を活用

・独自の支援制度を設けている県では、移転件数が多い

・移転勧告の事例はない

特別警戒区域からの移転
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今後の対応方針（案）

土砂災害防止法の取り組みに
かかる課題

対応方針案 具体の取り組み案
かかる課題

対 方針案 具体 取り組 案

（１）基礎調査や区域指定が著しく遅れ
ている都道府県への積極的な助
言、支援等

①指定が著しく遅れていると認められる都道府県へのヒアリング（指定
が遅れている理由、指定促進に向けた取り組み等の確認）

②市町村や住民の指定への反対等に対する考え方の提示
③指定が進まない都道府県の基礎調査 区域指定に関する検討

基
礎
調
査
・
区
域

Ⅰ 早期の区域指定に向けた基礎調
査の実施方策等、指定が遅れて
いる都道府県への対応

③指定が進まない都道府県の基礎調査、区域指定に関する検討

（２）法律に基づく報告制度の適用 ④法第4条に基づく基礎調査結果の国への報告

（３）情報の公開
⑤基礎調査の実施状況、区域指定の状況等に関する定期的調査と

結果の公表

⑥基礎調査や区域指定 単位に関する助言（学区単位 自治会単位域
指
定

（４）基礎調査、区域指定の促進に関す
る情報提供や助言

⑥基礎調査や区域指定の単位に関する助言（学区単位、自治会単位
での指定等）

⑦先行している県の取り組みに関する情報提供

Ⅱ ２巡目以降の基礎調査や警戒区 （１）2巡目以降の基礎調査に関する方
⑧1回目の基礎調査以降に発生した土砂災害や開発等の状況、市町

村の警戒避難体制整備状況等の把握について基本指針への反映
域等の指定・解除のあり方 針の提示

村の警戒避難体制整備状況等の把握について基本指針への反映
を検討

Ⅲ 地域防災計画への避難勧告等の
発令基準の反映

（１）市町村への周知等

⑨警戒避難体制整備に関する都道府県から市町村への周知、及び取
り組み状況に関する情報共有

⑩避難勧告の発令基準等の設定に関する市町村への技術的助言等

警
戒
避
難

発令基準の反映 ⑩避難勧告の発令基準等の設定に関する市町村 の技術的助言等
の支援

Ⅳ 土砂災害ハザードマップの作成・
周知の推進方策

（１）市町村への周知等
⑪区域指定後のハザードマップ作成等に関する都道府県から市町村

への周知及び取り組み状況に関する情報共有
⑫ハザードマップ作成等に関する市町村への技術的助言等の支援

周知の推進方策
（２）予算面からの支援

⑬ハザードマップ作成に係る交付金制度に関する周知
⑭ハザードマップ作成に係る交付金の活用事例の紹介

開
発

行
為

Ⅴ 特定開発行為の許可制度の適切
な運用

（１）無許可開発行為への対応
⑮2巡目以降の基礎調査実施時に、無許可の開発行為を把握すること

について、基本指針への反映を検討
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な 用 、 本指針 反映を検討

移
転

支
援Ⅵ 移転勧告の適切な運用

（１）移転勧告の考え方の明確化 ⑯移転勧告の考え方について基本指針への反映を検討

（２）移転支援制度の周知等 ⑰住民説明会の場等を通じた移転支援制度の周知浸透等


